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検察官の独立を侵す検察庁法改正案に反対する声明  

 

２０２０年４月２日 

日 本 民 主 法 律 家 協 会 

 

第１ はじめに 

2020年３月 13日、政府は、検察官のいわゆる定年延長（以下、原則として勤務延

長と呼ぶ。）などを盛り込んだ検察庁法の改定を含む「国家公務員法等の一部を改正

する法律案」（以下、法案という。）を閣議決定し、国会に提出した。 

検察官について、法案は、①検察官の定年を検事総長と同じ 65歳に段階的に引き

上げる、②63 歳に達した検事正、検事長、次長検事につきいわゆる役職定年制を導

入する、③役職定年を超える任用の特例を認める、④定年年齢に達した検察官につ

いて「公務の運営に著しい支障が生ずると認められる事由」があると認める場合に

勤務延長を認める、というものである。 

しかしながら、法案のうちとりわけ③④については、時の政治権力による検察人

事への不当な介入、それによる検察行政への不当な影響をもたらすという危険を多

分に有する。これは、法の支配・法治国家という近代国家の基本原則をゆるがせに

することでもあり、到底容認することができない。 

 

第２ 正当な立法事実の不存在と法案による違法な事実の追認 

１ 法案には、そもそも、正当な立法事実が存在していない。 

一般の公務員の場合、職務の内容、その執行される場所が多岐・広範であること 

から、いわゆる余人をもって代えがたいなどの状況もありうる。従って、それに対

処するために定年延長が必要な場合があることは事実である。しかし、検察官の場

合、検察事務・検察行政ないし法務行政のいずれであれ、その職務内容や執行の場

所は一般の行政に比して限局されている。また、検察官同一体の原則に基づく事務

委任・事務引取移転により、検察官の行う事務作業を円滑に維持することが可能で、

現にそのように実施されてきた。戦前の裁判所構成法の下で一時期存在していた判

検事の定年延長制度を、戦後の裁判所法・検察庁法が引き継がなかったのも、裁判

所構成法の立法当初指摘された勤務延長を認める必要性が現実には存在しなかった

ことに由来する。 

ある検察官の定年退職によりこれらの事務が阻害されたとの事実ないしそのおそ

れの存在は、まったく示されていない。正当な立法事実の存在自体が、極めて疑わ

しい。 

2019年 10月末に内閣法制局が一度了承した検察庁法改正当初案においては、勤務

延長などに関する規定はなく、法務省が 2019年 10月にまとめた説明資料でも、「(検

察官は）柔軟な人事運用が可能」で、「公務の運営に著しい支障が生じるなどの問題

が生じることは考え難く、…（特例）規定を設ける必要はない」と明記している。 
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２ 法案は、2020年１月 31日に閣議決定された黒川弘務東京高検検事長のいわゆる定

年延長問題に端を発したものである。 

黒川氏は現行の検察庁法に基づき２月に定年退職する予定であったところ、安倍

政権は、「検察官は国公法の定年延長を適用されない」という従前の法解釈を変更し、

これに基づいて黒川氏の定年が半年間延長された。これは、「首相官邸に近い」とさ

れる同氏を次期検事総長に就任可能とする措置だとも言われている。 

しかし、このような解釈変更とそれに基づく勤務延長措置がきわめて恣意的であ

り、違法・不当であることは、われわれを含む法律家９団体が先に発表した 2020年

３月５日付「東京高検検事長黒川弘務氏の違法な任期延長に抗議する法律家団体共

同声明」、各報道機関の論調をはじめ、各方面からすでに多数指摘されているところ

である。すなわち、国家公務員法の規定する勤務延長制度は検察官には適用されな

いとしてきた従来の解釈を、官邸の独断により正規の手続もなく変更するという違

法手段によって、たった１人のためにだけ勤務延長が強行され、これにより政治権

力による検察への介入に対する防波堤が崩されることとなった。これを契機として

準備されたと思われるこの法案は、立法事実を欠くのみならず、上記のような違法・

不当な措置を、立法という形をとって「合法化」するものである。 

社会状況の変化などで法解釈が変更されることはありうるとしても、法案はその

ような要請に基づくものでない。きわめて不公正かつ邪悪な意図に基づくものであ

る。 

 

第３ 時の政府による検察支配のための法案 

１ 検察官は、内閣に属する行政権を担う行政官であるが、その職務は司法権の行使

と密接に関係する。このため、検察官が行う事務を統括する検察庁も、通常の行政

機関とは異なる「特別の機関」（国家行政組織法８条の３）とされている。また、検

察官は、いわゆる独任官庁として自己の良心に従った事件処理を行うべきことも要

求されている。 

かかる特殊性から、検察官には、一般公務員よりも手厚い、裁判官に近い身分保 

障が付与され、停職・免職事由は法定の事由に限られる（検察庁法 25 条）。これら

は、政治権力が検察に対して不当に介入することを防止し、検察官が自己の良心に

従って独立した判断を行うことを可能とするためであるが、法律に事由を明定する

ことによって検察官人事の客観性・透明性を担保する機能をも有する。法務大臣の

いわゆる具体的指揮権の対象を検事総長に限った（同 14条）のも、検察に対する政

治的影響を極力排する趣旨からである。 

このことは、日本に限らず世界的な要請である。各国の検察官が参加する組織で

ある「国際検察官協会」（INTERNATIONAL ASSOCIATION OF PROSECUTORS）の策定した

「専門職責任と検察官の基本的な権利義務に関する宣言の基準」（STANDARDS OF 

PROFESSIONAL RESPONSIBILITY AND STATEMENT OF THE ESSENTIAL DUTIES AND RIGHTS 

OF PROSECUTORS）なども、検察官の不羈独立・公平を強く求めている。 

定年制も、人事の新陳代謝を確保しつつ、年齢という客観的基準のみで検察官の

身分を失わせる点で、きわめて公正な制度であり、政治権力の検察への恣意的な介
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入を防ぐ機能を有している。日本において特殊な定年制を導入してきた官職の多く

は、独立性・専門性の高い職種で、検察官の定年制も、そのような職務の特殊性に

由来するものであった。司法権の地位と機能を強化した日本国憲法の下では、判検

事の独立性はきわめて重要であり、定年制も、判検事の人事に対する政治権力の介

入を防止するという趣旨から理解されるべきである。 

政治権力の検察への介入、あるいは検察権限の政治的利用が市民社会や国家の在

り方にきわめて悪い影響を与えることは、大逆事件、帝人事件、造船疑獄事件をは

じめとする多くの事件が示すとおりである。現在の検察庁法も、そのような弊害を

引き起こさないことを重要な柱としている。 

しかし、法案による勤務延長や役職定年の延長は、以上の原則に逆行する。 

２ 検事総長などの検察最高幹部は、内閣により任免され天皇により認証される（検

察庁法 15条１項）。この点で、政治権力が検察官人事に関与することは事実である。

しかし、免職は法定事由に限られ、任用も、具体的な検察事務などとは関係なく当

該検察官の人格識見に基づくものである点で、恣意的な介入の度合いは相対的に少

ない。 

これに対し、法案によれば、検事正を含む検事・副検事については法務大臣の定

める準則、検事長・次長検事・検事総長については内閣の定めるところにより、当

該検察官にかかる「公務の運営に著しい支障が生ずると認められる事由」を考慮し

て、それぞれ勤務延長や役職定年延長の措置を執るというものである。この点で、

政治権力が具体的な検察事務などに踏み込んで勤務延長などの要否・当否を判断す

ることが、可能となる。このことはまた、政治権力の絡む事件の捜査・公判につい

て、いわゆる「忖度」などによる検察官の萎縮効果をもたらしうることとなり、検

察の不羈独立や公平は画餅に帰しかねない。 

特に、検事総長などの検察最高幹部は、政治権力と接触することが多い地位であ

るだけに、一層の不羈独立・公平が求められる。にもかかわらず、法案によれば、

内閣の意向でその地位を左右することが可能となる。検察は、権力者の番犬に成り

下がることとなる。 

 

第４ 結論―法案は廃案とすべきである 

以上のように、法案は、その必要性を欠き、むしろ、百害あって一利のないもの

というべきである。 

そして、法案が提起された背景をも見るならば、そこには、法の支配・法治主義

という近代国家の原則を理解せず、むしろそれに敵対的で、絶対王政的な人の支配

に親和的で、現にそのような政権運営をあらゆる方面で行ってきた現政権の姿勢を

如実に表わしたものというべきである。 

従って、法案は速やかに廃案とされるべきであり、われわれはそのために最大の

努力を尽くすものである。 

以上 


